
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
                                 
  
 
 
 
 
 
                                    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消費者支援シンポジウム 

インターネットで商品を購入するとき、不動産屋で部屋を借りるとき、洋服やウォーターサーバーなどのレンタ

ルサービスを利用するとき、契約書や利用規約にきちんと目を通したことがありますか？サービスの利用や商

品の購入でトラブルになったとき、契約書に書かれているからと門前払いをされた経験はありませんか？しか

し、契約書に書かれているからと言ってそれが全てということになるのでしょうか？中にはおかしな条項もあっ

て、必ずしも守らなければいけないということはないのです。みなさんにそれを知ってもらいたくて本シンポジウ

ムを開催することにしました。ふるって、ご参加ください。 

13 時 30 分～16 時 
会場参加：50 名 （申込不要・13 時開場） 

横浜市中区吉浜町１（地図右記参照） 

 

近藤雅子さん 
消費生活相談員 

NPO 法人消費者支援かながわ理事 

その契約、守らなくちゃいけないの？ 

－事例からみるおかしな契約－ 

小野仁司さん 
弁護士 

NPO 法人消費者支援かながわ理事 

 

基調講演 

【講師】  拝師徳彦さん 

弁護士 

NPO 法人消費者市民

サポートちば理事長 

千葉マリン事務所所長 

知って得する消費者契約法 

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、会場の定員を制限する場合があります。 

主催 特定非営利活動法人 消費者支援かながわ（適格消費者団体） 

WEB 参加登録は下記 URL もしくは、２次元コードより事前にお申込みください  
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpceiprTIvH90l-Gpqpjo-auyY6ywu7sa3 

 

第一部 
 

第二部 

その契約、守らなくちゃいけないの？ 
～知って得する消費者契約法～ 

参 加 費 無 料 
会場参加 申込不要 

 

2023 年 2 月 4 日（土） 

神奈川県司法書士会館 １階  

【登壇者】 

WEB 参加：100 名  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYpceiprTIvH90l-Gpqpjo-auyY6ywu7sa3


～消費者支援かながわでは、消費者のみなさまに情報提供をお願いしています～   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

消費者支援かながわでは、不当な契約条項や広告表示等について事業者に是正を求める活動を

しています。「おかしいな？」と思う契約内容や事業者の行為、広告表示を見かけたら私たちまでお

寄せください。みなさまから寄せられる情報が消費者被害の防止に繋がります。 

シンポジウムのお問い合わせ先 

 
〒233-0002 横浜市港南区上大岡西 1－6－1 ゆめおおおかオフィスタワー5 階 

 
TEL：０４５－３４９－９７２９   月・水・金 13：00 ～ 17：00 

FAX：０４５－３４９－９２６７ 

E-mail: infosien@ss-kanagawa.org 

特定非営利活動法人（NPO 法人） 消費者支援かながわ（適格消費者団体） 

mailto:infosien@ss-kanagawa.org

